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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウムまたはアルミニウム合金から成り、燃料電池を収納する燃料電池ケースを
製造する、燃料電池ケースの製造方法であって、
　前記燃料電池ケースを車両に搭載する際に前記燃料電池ケースを位置決めするピンに挿
入される貫通孔を、前記燃料電池ケースに形成し、
　前記貫通孔の表面を接点に用いる陽極酸化処理によって、前記燃料電池ケースの表面に
アルマイトを形成する、燃料電池ケースの製造方法。
【請求項２】
　前記貫通孔を切削加工によって形成する、請求項１に記載の燃料電池ケースの製造方法
。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の燃料電池ケースの製造方法であって、
　前記車両に搭載された状態で、車両前後方向における前記燃料電池ケースの長さは、車
両左右方向における前記燃料電池ケースの長さより短く、
　前記燃料電池ケースの部位のうち、前記車両に搭載された際に前記燃料電池より車両前
方に位置する第１の部位と、前記車両に搭載された際に前記燃料電池より車両後方に位置
する第２の部位とに、前記貫通孔をそれぞれ形成する、燃料電池ケースの製造方法。
【請求項４】
　前記燃料電池ケースの部位のうち、前記車両に搭載する際に車両左右方向の一方から目
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視可能な複数の部位に、前記貫通孔をそれぞれ形成する、請求項１から請求項３までのい
ずれか一項に記載の燃料電池ケースの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池ケースの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池を搭載する車両として、燃料電池を燃料電池ケースに収容した燃料電池モジュ
ールを車両の床下に配置したものが提案されている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１５１６６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車両の床下に搭載される燃料電池モジュールにアルミニウム系の燃料電池ケースを採用
する場合、錆の発生を防止するために陽極酸化処理によって燃料電池ケースの表面にアル
マイトを形成することが考えられる。しかしながら、陽極酸化処理において接点となる表
面にはアルマイトが形成されないことから、特許文献１の燃料電池ケースでは、陽極酸化
処理において接点に用いる部位を別途形成する必要があるため、製造コストが増大すると
いう課題があった。そのため、アルミニウム系の燃料電池ケースにおいて陽極酸化処理の
ための製造コストを抑制可能な技術が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００６】
（１）本発明の一形態によれば、アルミニウムまたはアルミニウム合金から成り、燃料電
池を収納する燃料電池ケースを製造する、燃料電池ケースの製造方法が提供される。この
製造方法は、前記燃料電池ケースを車両に搭載する際に前記燃料電池ケースを位置決めす
るピンに挿入される貫通孔を、前記燃料電池ケースに形成し；前記貫通孔の表面を接点に
用いる陽極酸化処理によって、前記燃料電池ケースの表面にアルマイトを形成する。この
形態によれば、車両の搭載時に使用される貫通孔の表面を陽極酸化処理の接点に流用する
ため、陽極酸化処理の接点に用いる部位を別途形成する場合と比較して製造コストを抑制
できる。
【０００７】
（２）上記形態における燃料電池ケースの製造方法において、前記貫通孔を切削加工によ
って形成してもよい。この形態によれば、陽極酸化処理の接点として十分な平面度を有す
る表面を形成できる。
【０００８】
（３）上記形態における燃料電池ケースの製造方法において、前記車両に搭載された状態
で、車両前後方向における前記燃料電池ケースの長さは、前車両左右方向における前記燃
料電池ケースの長さより短く、前記燃料電池ケースの部位のうち、前記車両に搭載された
際に前記燃料電池より車両前方に位置する第１の部位と、前記車両に搭載された際に前記
燃料電池より車両後方に位置する第２の部位とに、前記貫通孔をそれぞれ形成してもよい
。この形態によれば、車両左右方向に貫通孔をそれぞれ形成した場合と比較して、貫通孔
およびピンの位置ずれによる影響が軽減されるため、ピンを貫通孔に挿入しやすくなる。
【０００９】
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（４）上記形態における燃料電池ケースの製造方法において、前記燃料電池ケースの部位
のうち、前記車両に搭載する際に車両左右方向の一方から目視可能な複数の部位に、前記
貫通孔をそれぞれ形成してもよい。この形態によれば、車両左右方向の一方から目視しな
がらピンを各貫通孔に挿入できる。
【００１０】
　本発明は、燃料電池ケースの製造方法以外の種々の形態で実現することも可能である。
例えば、本願発明は、燃料電池ケース、燃料電池モジュール、車両、並びに、これらを製
造する装置などの形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】車両の概略構成を示す説明図である。
【図２】車両の断面形状を示す断面図である。
【図３】燃料電池モジュールの外観構成を示す説明図である。
【図４】燃料電池モジュールの平面図である。
【図５】位置決め部の断面図である。
【図６】車両の製造方法を示す工程図である。
【図７】燃料電池ケースを製造する製造工程を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、車両１０の概略構成を示す説明図である。図２は、車両１０の断面形状を示す
断面図である。図２には、図１の矢視Ｆ２－Ｆ２から見た車両１０の断面が示されている
。図１には、相互に直交するＸＹＺ軸が図示されている。図１のＸＹＺ軸におけるＸ軸は
、車両１０を後方から見た場合に車両１０の左側から車両１０の右側に向かう座標軸であ
る。図１のＸＹＺ軸におけるＹ軸は、車両１０の前方から後方に向かう座標軸である。図
１のＸＹＺ軸におけるＺ軸は、重力方向の下方から上方に向かう座標軸である。図１のＸ
ＹＺ軸は、他の図におけるＸＹＺ軸に対応する。
【００１３】
　車両１０は、車体１２と、燃料電池モジュール２００とを備える。車両１０は、燃料電
池モジュール２００で生成した電力を用いて走行する。車両１０の車体１２は、車両１０
の外殻を構成する。車体１２には、座席２０，２２，２４、並びに、車輪３２，３４，３
６，３８が設けられている。
【００１４】
　座席２０，２２，２４は、乗客が着席可能に構成されている。座席２０は、車体１２の
右側（＋Ｘ軸方向側）に位置する。座席２２は、車体１２の左側（－Ｘ軸方向側）に位置
する。座席２４は、座席２０および座席２２より後方（＋Ｙ軸方向側）に位置する。
【００１５】
　車輪３２，３４，３６，３８は、燃料電池モジュール２００で生成された電力を用いて
駆動される。他の実施形態では、車両１０の駆動輪は、前方に位置する車輪３２，３４の
みであってもよいし、後方に位置する車輪３６，３８のみであってもよい。
【００１６】
　車両１０の車体１２は、薄板を成型した床部４４を備える。床部４４の重力方向下側（
－Ｚ軸方向側）には、燃料電池モジュール２００が設けられている。床部４４には、突出
部４６が形成されている。突出部４６は、床部４４の部位のうち、重力方向上側（＋Ｚ軸
方向側）に突出するとともに車両１０の前方から後方へと延びた部位である。
【００１７】
　車両１０の燃料電池モジュール２００は、燃料電池スタック２１０を収納した装置であ
る。燃料電池スタック２１０は、反応ガスの電気化学反応によって発電する複数のセルを
積層したスタック構造を有する。本実施形態では、燃料電池スタック２１０は、水素ガス
および空気の供給を受けて、水素と酸素との電気化学反応によって発電する。
【００１８】
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　図３は、燃料電池モジュール２００の外観構成を示す説明図である。図４は、燃料電池
モジュール２００の平面図である。図４には、＋Ｚ軸方向から見た燃料電池モジュール２
００が示されている。
【００１９】
　燃料電池モジュール２００は、燃料電池ケース２２０を備える。燃料電池モジュール２
００の燃料電池ケース２２０は、燃料電池スタック２１０を収納する。本実施形態では、
燃料電池ケース２２０は、アルミニウム合金から成る。他の実施形態では、燃料電池ケー
ス２２０は、アルミニウムから成ってもよい。燃料電池ケース２２０は、ケース本体部２
２５と、マウント部２３０ａ，２３０ｂ，２３０ｃと、位置決め部２４０ａ，２４０ｂ，
２４０ｃとを備える。
【００２０】
　燃料電池ケース２２０のケース本体部２２５は、－Ｚ軸方向に開口部を有する箱状を成
す部位である。ケース本体部２２５の内側には、燃料電池スタック２１０が収容される。
本実施形態では、ケース本体部２２５の開口部は、燃料電池スタック２１０を収容した後
にカバーによって閉じられる。本実施形態では、車両１０に搭載された状態で、車両１０
の前後方向（Ｙ軸方向）におけるケース本体部２２５の長さＬｙは、車両１０の左右方向
（Ｘ軸方向）におけるケース本体部２２５の長さＬｘより短い。
【００２１】
　燃料電池ケース２２０のマウント部２３０ａ，２３０ｂ，２３０ｃは、それぞれ貫通孔
を有する。これらの貫通孔には、燃料電池モジュール２００を車体１２に連結するマウン
ト部材（図示しない）がそれぞれ圧入される。
【００２２】
　マウント部２３０ａ，２３０ｂ，２３０ｃは、ケース本体部２２５の外縁に設けられて
いる。本実施形態では、マウント部２３０ａは、ケース本体部２２５の－Ｙ軸方向側の外
縁における中央寄りに設けられている。本実施形態では、マウント部２３０ｂは、ケース
本体部２２５における＋Ｙ軸方向側の外縁のうち－Ｘ軸方向寄りに設けられている。本実
施形態では、マウント部２３０ｃは、ケース本体部２２５における＋Ｙ軸方向側の外縁の
うち＋Ｘ軸方向寄りに設けられている。
【００２３】
　燃料電池ケース２２０の位置決め部２４０ａ，２４０ｂ，２４０ｃは、燃料電池ケース
２２０が車両１０に搭載される際に車両１０に対する位置の基準となる。位置決め部２４
０ａ，２４０ｂ，２４０ｃは、ケース本体部２２５の外縁に設けられている。本実施形態
では、位置決め部２４０ａは、ケース本体部２２５の外縁のうちマウント部２３０ａの近
傍に設けられている。本実施形態では、位置決め部２４０ｂは、ケース本体部２２５の外
縁のうちマウント部２３０ｂの近傍に設けられている。本実施形態では、位置決め部２４
０ｃは、ケース本体部２２５の外縁のうちマウント部２３０ｃの近傍に設けられている。
【００２４】
　位置決め部２４０ａには、貫通孔２４８ａが形成されている。位置決め部２４０ｂには
、貫通孔２４８ｂが形成されている。位置決め部２４０ｃには、貫通孔２４８ｃが形成さ
れている。貫通孔２４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃには、燃料電池ケース２２０を車両１０
に対して位置決めするピンが挿入される。本実施形態では、貫通孔２４８ａ，２４８ｂ，
２４８ｃは、切削加工によって形成される。本実施形態では、貫通孔２４８ａ，２４８ｂ
，２４８ｃは、Ｚ軸方向に貫通した孔である。本実施形態の説明では、３つの位置決め部
の各々を総称する場合には符号「２４０」を使用する。本実施形態の説明では、３つの貫
通孔の各々を総称する場合には符号「２４８」を使用する。
【００２５】
　図５は、位置決め部２４０の断面図である。図５には、位置決め部２４０をＺ軸に沿っ
た面で切断した断面が示されている。
【００２６】
　位置決め部２４０は、貫通孔２４８の他、面２４２と、面２４４と、面２４６とを有す
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る。位置決め部２４０の面２４２は、＋Ｚ軸方向を向いた燃料電池ケース２２０の表面で
ある。位置決め部２４０の面２４４は、Ｚ軸に沿った燃料電池ケース２２０の表面であり
、燃料電池ケース２２０の外縁を構成する。位置決め部２４０の面２４６は、－Ｚ軸方向
を向いた燃料電池ケース２２０の表面である。
【００２７】
　燃料電池ケース２２０の表面のうち、貫通孔２４８の表面には、アルマイトが形成され
ていない。本実施形態では、燃料電池ケース２２０の表面にアルマイトを形成する際、貫
通孔２４８の表面が陽極酸化処理における接点として利用されるため、貫通孔２４８の表
面には、アルマイトが形成されていない。本実施形態では、貫通孔２４８の表面を除く燃
料電池ケース２２０の表面のうち、面２４２，２４４，２４６を含む燃料電池ケース２２
０の表面にアルマイトが形成されている。他の実施形態では、貫通孔２４８の表面を除く
燃料電池ケース２２０の表面の少なくとも一部は、陽極酸化処理に際しマスキングによっ
てアルマイトが形成されていない表面であってもよい。本実施形態では、３つの貫通孔２
４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃの全てにアルマイトが形成されていない。他の実施形態では
、複数の貫通孔２４８のうち少なくとも１つの貫通孔２４８の表面が、陽極酸化処理にお
ける接点として利用され、アルマイトが形成されていない表面であってもよい。
【００２８】
　本実施形態では、貫通孔２４８ａは、燃料電池ケース２２０の部位のうち車両１０に搭
載された際に燃料電池スタック２１０より車両前方（－Ｙ軸方向側）に位置する部位に設
けられている。本実施形態では、貫通孔２４８ｂは、燃料電池ケース２２０の部位のうち
車両１０に搭載された際に燃料電池スタック２１０より車両後方（＋Ｙ軸方向側）に位置
する部位に設けられている。本実施形態では、貫通孔２４８ｃは、燃料電池ケース２２０
の部位のうち車両１０に搭載された際に燃料電池スタック２１０より車両後方（＋Ｙ軸方
向側）に位置する部位に設けられている。
【００２９】
　本実施形態では、３つの貫通孔２４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃは、車両１０に搭載する
際に車両左方向の一方である車両左方向（－Ｘ軸方向）から目視可能な部位に設けられて
いる。他の実施形態では、３つの貫通孔２４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃは、車両１０に搭
載する際に車両左方向の他方である車両右方向（＋Ｘ軸方向）から目視可能な部位に設け
られていてもよい。車両１０に搭載する際に車両左方向の一方から目視可能な部位に設け
られる貫通孔２４８は、３つに限らず、２つ以上であればよい。本実施形態では、位置決
め部２４０は、マウント部２３０ａ，２３０ｂ，２３０ｃの近傍に位置する。これによっ
て、位置決め部２４０に対する位置決めがしやすいとともに、マウント部２３０ａ，２３
０ｂ，２３０ｃが確実に陽極酸化処理されるためマウント部２３０ａ，２３０ｂ，２３０
ｃの防錆に有利である。他の実施形態では、位置決め部２４０は、マウント部２３０ａ，
２３０ｂ，２３０ｃの近傍とは異なる部位に位置してもよい。
【００３０】
　図６は、車両１０の製造方法を示す工程図である。車両１０を製造する際には、製造者
は、燃料電池ケース２２０を製造する（ステップＳ１００）。
【００３１】
　燃料電池ケース２２０を製造した後（ステップＳ１００）、製造者は、燃料電池モジュ
ール２００に組み込まれた燃料電池ケース２２０を治具に固定する（ステップＳ１０２）
。製造者は、燃料電池ケース２２０の貫通孔２４８を、治具に設けられたピンに嵌めるこ
とによって、燃料電池ケース２２０を治具に固定する。
【００３２】
　燃料電池ケース２２０を治具に固定した後（ステップＳ１０２）、製造者は、治具によ
って車体１２に対して燃料電池ケース２２０を位置決めした上で、燃料電池ケース２２０
を車体１２に組み付ける（ステップＳ１０４）。これらの工程を経て、燃料電池モジュー
ル２００を搭載した車両１０が完成する。
【００３３】
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　図７は、燃料電池ケース２２０を製造する製造工程（ステップＳ１００）の詳細を示す
工程図である。燃料電池ケース２２０を製造する際には、製造者は、鋳造によって燃料電
池ケース２２０を成形する（ステップＳ２００）。本実施形態では、製造者は、アルミニ
ウム合金を用いて燃料電池ケース２２０を鋳造する。
【００３４】
　燃料電池ケース２２０を鋳造した後（ステップＳ２００）、製造者は、貫通孔２４８を
燃料電池ケース２２０に形成する（ステップＳ２０２）。本実施形態では、製造者は、３
つの貫通孔２４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃを形成する。本実施形態では、製造者は、切削
加工によって貫通孔２４８を燃料電池ケース２２０に形成する。
【００３５】
　燃料電池ケース２２０に貫通孔２４８を形成した後（ステップＳ２０２）、製造者は、
貫通孔２４８の表面を接点に用いる陽極酸化処理によって、燃料電池ケース２２０の表面
にアルマイトを形成する（ステップＳ２０４）。本実施形態では、製造者は、燃料電池ケ
ース２２０を電解液中に固定するとともに燃料電池ケース２２０に電流を流す治具を、燃
料電池ケース２２０の貫通孔２４８に取り付けた後、燃料電池ケース２２０を陽極として
陽極酸化処理を行う。これによって、治具に接触する貫通孔２４８の表面は接点となるた
め、貫通孔２４８の表面にはアルマイトが形成されず、貫通孔２４８を除く燃料電池ケー
ス２２０の表面にアルマイトが形成される。本実施形態では、製造者は、３つの貫通孔２
４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃのそれぞれに治具を取り付ける。他の実施形態では、製造者
は、少なくとも１つの貫通孔２４８に治具を取り付けてもよい。これらの工程を経て、燃
料電池ケース２２０が完成する。
【００３６】
　以上説明した実施形態によれば、車両１０の搭載時に使用される貫通孔２４８の表面を
陽極酸化処理の接点に流用するため、陽極酸化処理の接点に用いる部位を別途形成する場
合と比較して製造コストを抑制できる。
【００３７】
　また、貫通孔２４８を切削加工によって形成するため、陽極酸化処理の接点として十分
な平面度を有する表面を形成できる。
【００３８】
　また、車両１０に搭載された状態で、車両１０の前後方向における燃料電池ケース２２
０の長さＬｙは、車両１０の左右方向における燃料電池ケース２２０の長さＬｘより短く
、燃料電池ケース２２０の部位のうち、車両１０に搭載された際に燃料電池スタック２１
０より車両１０の前方に位置する部位に貫通孔２４８ａを形成するとともに、車両１０に
搭載された際に燃料電池スタック２１０より車両１０の後方に位置する部位に貫通孔２４
８ｂ，２４８ｃを形成する。このため、車両１０の左右方向に貫通孔２４８をそれぞれ形
成した場合と比較して、貫通孔２４８およびピンの位置ずれによる影響が軽減されるため
、ピンを貫通孔に挿入しやすくなる。
【００３９】
　また、燃料電池ケース２２０の部位のうち、車両１０に搭載する際に車両１０の左右方
向の一方から目視可能な複数の部位に、貫通孔２４８をそれぞれ形成するため、車両左右
方向の一方から目視しながらピンを貫通孔２４８に挿入できる。
【００４０】
　本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱
しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載
した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述
の課題の一部または全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部または全部を達
成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術
的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可
能である。
【符号の説明】
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【００４１】
　　１０…車両
　　１２…車体
　　２０，２２，２４…座席
　　３２，３４，３６，３８…車輪
　　４４…床部
　　４６…突出部
　　２００…燃料電池モジュール
　　２１０…燃料電池スタック
　　２２０…燃料電池ケース
　　２２５…ケース本体部
　　２３０ａ，２３０ｂ，２３０ｃ…マウント部
　　２４０…位置決め部
　　２４０ａ，２４０ｂ，２４０ｃ…位置決め部
　　２４２，２４４，２４６…面
　　２４８…貫通孔
　　２４８ａ，２４８ｂ，２４８ｃ…貫通孔

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】



(9) JP 6137125 B2 2017.5.31

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－１８８９６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２２４８９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１０９６２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１８６０９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭４９－１１２８０９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５３－１０６７２１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－３４４１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２９９３２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１３／１６１０５９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１４－１５１６６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４６０８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２３１５４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　　８／００－８／２４８５
              Ｂ６０Ｌ　　１１／１８　　　　
              Ｃ２５Ｄ　　１１／０４　　　　
              　
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

